
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株式交換に関する事後開⽰書類 
（会社法第７９１条第１項第２号、第８０１条第３項第３号 

及び会社法施⾏規則第１９０条に定める書⾯） 
 
 
 
 
 
 

２０２３年２⽉２８⽇ 
⼾⽥建設株式会社 

⼾⽥ビルパートナーズ株式会社 
 
  



株式交換に関する事後開⽰事項 
 

東京都中央区京橋⼀丁⽬７番１号     
⼾⽥建設株式会社         

代表取締役 ⼤⾕ 清介 
 

東京都江東区有明三丁⽬４番 10 号    
⼾⽥ビルパートナーズ株式会社   

代表取締役 斎藤 好彦 
 

⼾⽥建設株式会社（以下、「⼾⽥建設」といいます。）及び⼾⽥ビルパートナーズ株式会社（以下、
「⼾⽥ＢＰ」といいます。）は、２０２２年１２⽉２７⽇付で両社の間で締結した株式交換契約（以
下、「本株式交換契約」といいます。）に基づき、２０２３年２⽉２８⽇を効⼒発⽣⽇として、⼾⽥
建設を株式交換完全親会社、⼾⽥ＢＰを株式交換完全⼦会社とする株式交換（以下、「本株式交換」
といいます。）を⾏いました。 

会社法第７９１条第１項第２号、同第８０１条第３項第３号及び会社法施⾏規則第１９０条によ
り開⽰すべき事項は、本書に記載のとおりです。 
 

記 
 
１．株式交換が効⼒を⽣じた⽇（会社法施⾏規則第１９０条第１号） 

２０２３年２⽉２８⽇ 
 

２．株式交換完全⼦会社における会社法第７８４条の２、第７８５条、第７８７条及び第７８９条
の規定による⼿続の経過（会社法施⾏規則第１９０条第２号） 
（１）会社法第７８４条の２（本株式交換の差⽌請求）の規定による請求に係る⼿続の経過 

⼾⽥ＢＰに対し、本株式交換の差⽌請求を⾏った株主はおりませんでした。 
（２）会社法第７８５条（株式買取請求）の規定による⼿続の経過 

⼾⽥ＢＰは、会社法第７８５条第３項に基づき、2022 年 12 ⽉ 27 ⽇に株主に対して通
知を⾏いましたが、同条第１項に従い、⼾⽥ＢＰに対して株式の買取請求を⾏った株主
はおりませんでした。 

（３）会社法第７８７条（新株予約権買取請求）及び第７８９条（債権者異議）の規定による
⼿続の経過 
⼾⽥ＢＰは、新株予約権を発⾏しておらず、また、本株式交換において、会社法第７６
８条第１項第４号イに定める株式交換契約新株予約権はございませんので、第７８９条
第１項各号に該当せず、該当事項はございません。 

 
 



３．株式交換完全親会社における会社法第７９６条の２、第７９７条及び第７９９条の規定による
⼿続の経過（会社法施⾏規則第１９０条第３号） 

（１）会社法第７９６条の２（本株式交換の差⽌請求）の規定による請求に係る⼿続の経過 
⼾⽥建設は、会社法第７９６条第２項本⽂の規定により、簡易株式交換の⼿続きにより株主
総会の承認を得ずに本株式交換を⾏い、同条第３項の規定に基づき本株式交換に反対する旨
を通知した⼾⽥建設の株主はおりませんでした。会社法第７９６条の２柱書ただし書が適⽤
されるため、該当事項はございません。 

（２）会社法第７９７条（株式買取請求）の規定による⼿続の経過 
⼾⽥建設は、会社法第７９６条第２項本⽂の規定により、簡易株式交換の⼿続きにより株主
総会の承認を得ずに本株式交換を⾏い、同条第３項の規定に基づき本株式交換に反対する旨
を通知した⼾⽥建設の株主はおりませんでした。会社法第７９７条第１項ただし書が適⽤さ
れるため、該当事項はございません。 

（３）会社法第７９９条（債権者異議）の規定による⼿続の経過 
⼾⽥建設が、本株式交換において、⼾⽥ＢＰの株主に対して交付する⾦銭等は株式交換完全
親株式会社の株式のみでしたので、第７９９条第１項各号に該当せず、該当事項はございま
せん。 
 

４．株式交換により株式交換完全親会社に移転した株式交換完全⼦会社の株式の数（会社法施⾏規 
則第１９０条第４号） 
本株式交換により、⼾⽥建設に移転した⼾⽥ＢＰの株式の数は 1,350 株です。 
 

５．その他株式交換に関する重要な事項（会社法施⾏規則第１９０条第５号） 
（１）⼾⽥建設は、会社法第７９６条第２項本⽂の規定により、簡易株式交換の⼿続きにより株主

総会の承認を得ずに本株式交換を⾏いました。なお、会社法第７９６条第３項の規定に基づ
き本株式交換に反対する旨を通知した⼾⽥建設の株主はおりませんでした。 
また、⼾⽥ＢＰは、会社法第７８４条第１項の規定により、略式株式交換の⼿続きにより株
主総会の承認を得ずに本株式交換を⾏いました。 

（２）⼾⽥建設は、本株式交換が効⼒を⽣ずる時点の直前時の⼾⽥ＢＰの株主名簿に記載⼜は記録
された株主（ただし、⼾⽥建設を除きます。）に対し、その所有する⼾⽥ＢＰの株式 1 株に対
して⼾⽥建設の株式 673.27(⼩数点以下第三位を四捨五⼊しております)株の割合をもって⼾
⽥建設の⾃⼰株式を割当交付しました。⼾⽥建設が交付した株式の総数は 908,915 株です。 

（３）本株式交換により増加する⼾⽥建設の資本⾦、資本準備⾦及び利益準備⾦は以下のとおりで
す。 
① 資本⾦ ０円 
② 資本準備⾦ 会社計算規則第 39 条に従い ⼾⽥建設が別途定める額 
③ 利益準備⾦ ０円 

 
以上 


